
第５次越谷市総合振興計画基本構想（素案）事前質疑一覧

【Ⅰ　序論】
No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

1 1 1

１．計画策定の趣
旨≪下から４行目
≫
「第4次越谷市総合
振興計画」の計画
期間は令和2年度
（2020年度）で終
了しますが、当該
計画との連続性を
踏まえつつ…

第4次越谷市総合振興計画の
進捗状況や課題となったこ
と、実施できなかったこと
について６つの大綱ごとに
特記すべき点について、説
明を。

資料２－１　事前質疑関連資料
参照

2 1 1

１．計画策定の趣
旨≪下から２行目
≫
「まち・ひと・し
ごと創生越谷市総
合戦略」と一体と
なった第5次総合振
興計画を策定しま
す。

「まち・ひと・しごと創生
越谷市総合戦略」と当該計
画をどのように一体化する
予定なのかもう少し具体的
に説明を。
「まち・ひと・しごと創生
越谷市総合戦略」は平成28
年度に策定された。その後
にコロナ禍もあり、内容が
これからの市民生活にマッ
チしているものか検討が必
要な項目（特に観光や市民
の意識）もあるため。

これまで本市では、まちづくり
全般に関する総合振興計画と人
口減少・地方創生に関する総合
戦略という、まちづくりに関す
る計画を各々策定しておりまし
た。今後のまちづくりを進める
うえでは、本市も将来の人口減
少を見据える必要があることか
ら、今後お示しする基本計画に
おいて総合戦略を１つの章とし
て立て、基本構想で掲げた「ま
ちづくりの６つの目標」を達成
するための各施策とともに、人
口減少・地方創生につながる施
策を推進することとしておりま
す。

3 1 2

⑵計画の期間 基本構想の見直し（修正）
を行う時期・その具体的な
方策について。
基本構想（素案）の原案を
作成するための、越谷市の
特徴等のデータが示された
ているが、COVID19パンデ
ミック以降では、状況が大
きく変化する事が予想さ
れ、不確実なデータに基づ
いた計画を立てることには
不安を感じるため。

基本構想は、まちづくりの長期
的な展望・方向性を定めること
から、10年という計画期間とし
ております。計画期間中での見
直し時期に関し、予め定められ
た時期はございませんが、社会
情勢が大きく変化し、まちづく
りの方向性を見直す必要が生じ
た場合などは修正する可能性が
ございます。なお、基本構想修
正の必要が生じた場合は、審議
会への諮問、議会の議決等を経
て修正することとなります。

4 1 5

⑶まちづくりの歩
み

越谷市は、国民健康保険発
祥の地である記載を加えて
はどうか。
健康とまちづくりの点から
も重要であり、外部にも積
極的に発信すべき点である
ため。

ここでは、まちづくりの歩みと
して、主に市の都市形成に関わ
る事実を記載する部分としてい
るため、素案のとおりの記述と
しております。

5 1 6
⑷人口等の推移 前期・後期高齢者の推移は

分かるか。
資料２－２　事前質疑関連資料
参照

資料１
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

6 1 6

⑷人口等の推移 他ページのように高齢者の
定義を記載してはどうか。

グラフなどのデータにおける
「高齢者」については、65歳以
上という認識が一般的なのもの
と捉え、注釈等の記載をしてお
りません。

7 2 12

人口減少社会にお
ける新しい時代の
流れ

今後の人口減時代に、税収
を伸ばすことは考えている
か？今後、地方自治のやる
べきことは、産業を作るこ
とやスタートアップの支援
が大事だと感じている。世
間ではSDGSも声高になって
いるので、地球環境や健康
に関する事柄で産業を作っ
ていくことはできないか？

本市では創業に関する幅広い内
容をテーマとした創業支援セミ
ナーの開催や、専門家による創
業・経営相談のほか、創業に係
る初期費用等を助成する創業者
支援補助金の制度などを実施し
ております。こうした各種の創
業者支援の取組みにより、新規
事業及び雇用の創出を図るとと
もに、将来的には税収の増加に
もつながるものと考えておりま
す。また、本市の地理的特性を
活かした産業用地の創出や企業
立地の促進に努め、住工混在の
解消や既存事業者の事業拡大、
市外からの新たな企業立地を目
指しております。
なお、具体的には、今後お示し
します基本計画において分野別
の施策を掲載いたします。

8 2 14

２．生命や暮らし
を脅かす危機への
対応≪下から９行
目≫
インフルエンザ・
ウイルス、新型コ
ロナ・ウイルスの
発生などは、世界
規模で新たな脅威
となっています。

インフルエンザ・ウイルス
が新たな脅威として表現さ
れているが、従来のインフ
ルエンザ・ウイルスは治療
薬もあり、予防接種も行わ
れている。したがって、新
たな脅威として位置付ける
なら、新型インフルエンザ
とするか、又は削除して、
「将来予想される未知の感
染症」のような表現はどう
か。

新たな脅威として、新型コロナ
ウイルスの印象が強いなか、比
較的新しい脅威として世界規模
のテロ、インフルエンザ・ウイ
ルスを挙げております。インフ
ルエンザ・ウイルスは、従来
型・新型を問わず人類の脅威と
の認識で、特別に「新型」に限
定した記載をしておりませんで
したが、ご指摘は理に適ったも
のと認識しております。

9 2 14

２．生命や暮らし
を脅かす危機への
対応

アフターコロナ社会のあり
方について触れてはどう
か。

素案を策定した時点では、新型
コロナウイルス発生当初であっ
たことから、素案のとおりの記
述としております。
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【Ⅱ　基本構想】
No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

まちづくりの基本
理念

まちづくりの基本理念について
は、総合振興計画に限らず、市
が策定するすべての計画を策定
するにあたっての基本的な考え
方を越谷市自治基本条例をもと
に説明しております。まちづく
りを進めるにあたっては、この
条例の内容を踏まえることが前
提となることから、素案のとお
りの記述としております。

序章にある内容と越谷市の
将来像へ行ったときにつな
がりが感じられにくく、日
本における社会的問題点と
地域におりてきた越谷での
解決方法や方向性等の連鎖
が見えてこないため、基本
理念を次のような表現とし
てはどうか。

私たちのまち越谷市は、東
京近郊埼玉県東部に位置
し、水郷越谷のいわれから
川が多く流れ、平地に田ん
ぼや緑が多く茂る、太陽の
日をおおいに浴びるまちで
す。そうしたまちに、私た
ちは集い、慈しみ合い、育
み 合い、暮らしています。
私たちは、多くの先人たち
が英知とたゆまぬ営みに
よって築いてきた、素晴ら
しい歴 史と文化を引き継い
できました。
そして今、市民一人ひとり
が人間尊重と市民主権の理
念のもと、自主性及び自立
性を尊重し、参画と協働を
基礎に市民が誇りをもてる
まちづくりを推進していき
ます。
この基本構想は、越谷市の
将来像や、地域の発展を図
るためのまちづくりの方向
を示す基本的な指針となる
ものであり、「越谷市自治
基本条例(平成21年9月1日制
定)」に基づき策定します。

1711
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答
この章での「人間尊重」に関す
る記述は、まちづくりの基本理
念を示した「越谷市自治基本条
例」第４条から引用しており、
一人ひとりが人間として尊重さ
れ、「やさしさ」や「心の豊か
さ」などの人間らしさに満ち
た、ふれあい豊かなまちづくり
をすすめるとした条例の趣旨か
ら、素案のとおりの記載として
おります。

3 1 17

市民主権 市民主権について、次のよ
うな記載はどうか。

市民主権とは、市の政治の
あり方を決め、それを実行
することができる力のこと
です。 社会経済活動とそれ
を支える政策形成の出発点
は、行政ではなく市民ひと
り一人から出るべきであ
り、市民と行政、あるいは
地域組織と市が協働して時
代を切り開く政策形成を図
り、個々の市民や個別地域
という小さな単位（多様な
個）からの市民主権が確立
された社会・経済の仕組み
を作ることが求められてい
ます。

この章での「市民主権」に関す
る記述は、まちづくりの基本理
念を示した「越谷市自治基本条
例」第４条から引用しており、
一人ひとりが人間として尊重さ
れ、「やさしさ」や「心の豊か
さ」などの人間らしさに満ち
た、ふれあい豊かなまちづくり
をすすめるとした条例の趣旨か
ら、素案のとおりの記載として
おります。

人間尊重について、次のよ
うな記載はどうか。

人間尊重とは、人間が人間
を尊重することであって、
人間を中心とした考え方で
ある。自ら省みて尊重すべ
き人となり、そうしてお互
いに尊重しあうということ
である。自ら顧みて平和を
作り、人類の福祉増進に役
立つような人として恥ずか
しからぬ、自己尊重すべき
人となることである。さら
に進んでこういう人々がお
互いに尊重しあって、一致
団結して平和・福祉の増進
に尽くすということであ
る。
この人間尊重を理念とし、
その道は自己主張にあらず
して自己尊重であり、相互
闘争にあらずして相互尊重
にある事を忘れて居る。冷
静なる議論にあらずして温
き人情であり、険阻（けん
そ）なる闘争にあらずして
温愛融和の雰囲気である。
議論闘争の道は自己主張の
道にして、自己尊重人間尊
重の逆コースである。人情
や愛情こそ最高峰への近道
である。理論や金に囚われ
てはなりません。

人間尊重

12 17
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

4 2 19

２．まちづくりの
キーワード
＜市民、人権、行
財政運営＞

スマート自治体とは 市民の利便性向上や省力化やコ
スト削減など行政運営の改善等
のため、AI（人工知能）やRPA
（ロボティック・プロセス・
オートメーション、業務の自動
化）等のICT（情報通信技術）を
駆使して、効果的・効率的に行
政サービスを提供する自治体を
指しております。

5 2 19

２．まちづくりの
キーワード
＜市民、人権、行
財政運営＞

選択と集中とは 選択と集中とは、複数の事業の
中から中核となる事業の見極め
と選択を行い、組織内の経営資
源を集中的に投下することで経
営の効率化や業績向上を目指す
経営戦略を指しております。

6 2 19

２．まちづくりの
キーワード
＜都市計画、都市
施設、住宅＞

スマートシティとは スマートシティとは、先進的技
術の活用により、都市や地域の
機能やサービスを効率化・高度
化し、各種の課題の解決を図る
とともに、快適性や利便性を含
めた新たな価値の創出に取り組
むまちを指しております。

7 2 20

２．まちづくりの
キーワード
＜環境、危機管
理、消防＞

「絶滅危惧種の保護」は含
まれているか。

「生物多様性」の中に、市の鳥
であり絶滅が危惧されるシラコ
バトなどの保護も含まれている
ものと認識をしております。

8 2 20

２．まちづくりの
キーワード
＜産業、雇用、観
光＞

都市のブランディングとは 都市のブランディングとは、都
市そのものの魅力や地域資源の
価値を引き出し、「行ってみた
い」「住んでみたい」「住み続
けたい」と多くの人を惹きつ
け、その都市への良いイメージ
を構築することでございます。
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

9 2 23

４．将来の都市構
造の考え方

越谷レイクタウンのビジョ
ンと当初計画からの進捗具
合の説明を。

越谷レイクタウンは、事業区域
面積225.6ha、越谷レイクタウン
特定土地区画整理事業と河川事
業（大相模調節池）と一体的に
進め、ＪＲ武蔵野線の新駅を中
心とした新たな拠点として、広
大な水辺空間と都市生活空間を
融合させた「親水文化創造都
市」の形成を目指し、平成11年
から平成26年に事業が行われま
した。
　現在でも、豊かな水と緑と共
に暮らすまち、安らぎに包まれ
たまち、アクセスに優れたま
ち、便利で楽しいまちを目標に
まちづくりが進められておりま
す。
　なお、令和2年5月1日現在、人
口は20,101人、計画人口の約
22,400人の90％に達している状
況にあります。

10 2 23

集約と連携による
活力あるまちづく
り≪４行目≫
市街地の低密度化
が懸念される

どのような状態が低密度化
なのか、数値によって示さ
れるものがあるか

人口密度の低下に加え、空き家
や空き地、低未利用地の増加に
よる土地利用の低下を市街地の
低密度化と認識しております。
　人口密度に関しては、都市計
画運用指針において、住宅用地
の人口密度に関する考え方が示
されており、「土地の高度利用
を図るべき区域にあっては、1ha
あたり100人以上」、「その他の
区域にあっては、1haあたり80人
以上」を目標とし、「土地利用
密度の低い地域であっても1haあ
たり60人以上」とすることを基
本とすることとされておりま
す。
　このため、1haあたり60人を下
回る人口密度は、低密度化の１
つの目安になると認識しており
ます。

11 2 23

集約と連携による
活力あるまちづく
り≪５行目≫
質の高い高密度な
市街地

質の高い高密度な市街地と
は、どのようなことをさす
か。例えば、人口密度世帯
数、など具体的な指標はあ
るか。

　暮らしを支える商業、医療、
福祉などの都市機能が維持・充
実した、高い人口密度が維持さ
れた市街地と考えております。
　人口密度に関しては、都市計
画運用指針の考え方を踏まえ、
「土地の高度利用を図るべき区
域にあっては、1haあたり100人
以上」、「その他の区域にあっ
ては、1haあたり80人以上」が１
つの目安になると認識しており
ます。
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

12 3 24

第３章　まちづく
りの目標

まちづくりの６つの目標を
増やすことは可能か。

まちづくりの目標は、社会潮流
や市民参加の取組で出された
キーワードから組み立ててお
り、素案にお示しした６つの目
標が今後のまちづくりの柱とし
て最も適したものとして庁内会
議で策定いたしました。目標数
の変更につきましては、審議会
でご議論いただき、変更のご提
案を答申していただくことは可
能でございます。

13 3 24

第３章　まちづく
りの目標

目標の文言を修正すること
は可能か。

まちづくりの目標は、社会潮流
や市民参加の取組で出された
キーワードから組み立てており
ます。文言を修正する場合、そ
うした社会潮流やキーワード、
目標ごとに記載されております
「現状と課題」等との整合性を
踏まえ、審議会でご議論いただ
き、修正のご提案を答申してい
ただくことは可能でございま
す。

14 3 24

第３章　まちづく
りの目標

①から⑥までの目標がSDGs
と関連付けられて、解説さ
れているが、優先順位をつ
けるとすれば、どの順番に
なるか、その根拠と合わせ
て示してもらいたい。
全ての項目は、相互に関係
があると思うが、一律に実
施可能であるとは思えない
ため。

SDGsとの関連付けに関しては、
各まちづくりの目標を達成する
ことが、記載したSDGsのゴール
につながるという認識であるた
め、優先順位はございません。
なお、今後お示しします基本計
画において、各施策とSDGsの関
連性を示す一覧表を掲載する予
定です。

15 3 27

目標③　まちづく
りの目標≪６行目
≫
都市のスポンジ化
対策

都市のスポンジ化とは 都市のスポンジ化とは、都市の
内部で空き地や空き家がランダ
ムに数多く発生し、多数の小さ
な穴を持つスポンジのように都
市の密度が低下することでござ
います。

16 4 31

１．地区からのま
ちづくりの展開≪
４行目≫
コミュニティ区域
を基本的な単位と
して進めますが、
市民の意向を踏ま
えながら生活や活
動の範囲を考慮
し、柔軟な圏域を
設定して展開しま
す。

「柔軟な圏域」とは。 地区からのまちづくりは、13地
区のコミュニティ区域を基本的
な単位としておりますが、地区
境界や行政施策における区割り
などについては、地区の意向を
踏まえ、生活圏域などを考慮し
た区域の設定を検討するなど、
柔軟に対応することを想定して
おります。
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No. 章 P 該当箇所 質疑 回答

17 4 31

１．地区からのま
ちづくりの展開≪
９行目≫
「地域課題」の解
決に向け、地区か
らのまちづくりを
積極的に展開しま
す。

地区からのまちづくりを積
極的に展開するうえで、13
地区の中で唯一求められて
いる「川柳地区センターの
新たなる整備」は避けて通
れないテーマと思うが、い
かがか。
同地区センターは、間もな
く築５０年を迎え、従来の
９自治会に加えレイクタウ
ンから２自治会が参加する
防災拠点となる。しかしな
がら、老朽化が激しく、単
なる耐震化工事では緊急事
態に対応できないため。

川柳地区センター・公民館につき
ましては、昭和５０年５月に開設
され４０年以上経過しており、旧
耐震基準で建設された施設で、老
朽化が進んでいる状況でございま
す。
川柳地区センター・公民館をはじ
め、これまで整備してきた公共施
設の半数が築３０年以上経過して
おり、今後、改修や建替えの時期
が集中するなど、老朽化対策が大
きな課題となっております。
川柳地区センター・公民館の老朽
化対策として、建替えによる大型
館化、または、大規模改修や耐震
化など、様々な対策が考えられま
すが、施設の機能や規模、今後の
人口構造の変化など、総合的に検
討していく必要がございます。
今後につきましては、施設の今後
の方向性を示すアクションプラン
に沿った施設のあり方を検討する
とともに、地域課題やニーズなど
地域の皆様の意見を十分踏まえな
がら、第５次越谷市総合振興計画
に併せて検討してまいります。

18 4 31

１．地区からのま
ちづくりの展開≪
２行目≫
それぞれの地区が
人材、自然、文
化、歴史などの
様々な資源や特性
を活かし、創意工
夫を加えながら個
性豊かで活力あふ
れたまちづくりに
取り組んでいくこ
とが求められてい
ます。

市には、カワセミが棲み、
レイクタウンの生き物調査
では天然ウナギ、スズキ、
モクズガニなどが確認され
ている。こうした「生物と
都市景観」の調和を越谷市
発の観光資源として活用す
る方途を探るべきでは。

レイクタウン周辺をはじめとす
る市内の水辺等の生き物がおり
なす生態系や景観は、多くの河
川や用水等とともに越谷市の地
域の魅力といえます。水辺等の
生態系や自然環境の保全に取り
組むとともに、観光資源(地域の
魅力ある優位性を活かし交流人
口の拡大による経済の循環と活
性化を図るもの)として活用可能
か検討も必要であると認識して
おります。

19 4 33

４．地区の将来像 図の中に鉄道、河川、市役
所等の目印となるものがな
いが、記載しない理由は。

13地区の区分けを見やすくする
ためでございます。
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